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Abstract: 

The "2050 Carbon Neutral Declaration" and the subsequent "Green Growth Strategy" announced “Japanese Renewable 

Energy (RE) ratio of 50-60% in 2050”. This industrial policy, which aims to create a virtuous cycle of economy and 

environment, has finally made it comparable to the world in this field. The RE ratio in Japan is approaching the stage 

where a level of about 20% can be seen in 2019. At this point, Japanese RE, which has been promoted by FIT, has begun 

to discuss in earnest the introduction of a market-linked sliding FIP system in addition to FIT from 2022. It would be 

worthwhile to review what happened during German EEG2012 and how it changed towards EEG2014. This paper focuses 

on the discussions in Germany during this period. In EEG2012, a market premium system was introduced for the purpose 

of guiding RE to the market, then it will develop into the FIP system of EEG2014. The change from FIT to Market 

Premium (later FIP) scheme will significantly change the behavior of power producers. Many aggregators, direct 

marketers, and VPPs will appear in direct market trading of RE instead of FIT. The direct incentive was the management 

premium. After the integration period, VPP has grown to the BG/BRP level and is playing an active role. 

 

Keywords: Market Integration of RE, Aggregator, Direct Marketer, VPP, BG/BRP  

 

 

 
要旨 

「2050 年カーボンニュートラル宣言」、それに続く「グリーン成長戦略」によって、2050 年の日本の再エ

ネ比率 50-60％が公表された。経済と環境の好循環につなげるためのこの産業政策によって、当該分野でよう

やく世界に肩を並べることになった。日本における再エネ比率は、2019 年の段階でおおよそ 20％の大台が見

える段階に差し掛かっている。ここにきて、これまで固定価格買取制度（FIT）によって導入が推進されてき

た日本の再エネも、2022 年度より FIT に加えて市場連動型の変動型市場プレミアム制度（FIP）制度を導入す

ることが、本格的に議論され始めた。この段階に適合するであろう、ドイツの EEG2012 時期にはいったい何

が起こったのか、その後 EEG2014 に向けてどう変わったのか、レビューしておくことは有意義であろう。 

本稿では、とりわけこの時期のドイツ国内の議論に焦点を当てる。EEG2012 では再エネを市場に誘導する

ことを目的として市場プレミアム制度が導入され、その後 EEG2014 の FIP 制度へと発展していく。FIT から

FIP への変更によって、発電事業者の行動は大きく変わる。再エネを FIT ではなく直接市場取引するにあた

り、アグリゲーター・直接市場家・VPP が多く出現する。その直接的なインセンティブは管理プレミアムで

あった。統合期後の VPP は、BG/BRP レベルまで成長して活躍している。 

 

キーワード：再エネ市場統合、アグリゲーター、直接市場家、VPP、BG/BRP  
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１．はじめに 

2020 年 10 月、「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」こと

が菅内閣総理大臣により宣言され、12 月 25 日には「2050 年カーボンニュートラルに

伴うグリーン成長戦略」が公表された。これは、「経済と環境の好循環」につなげるた

めの産業政策と位置づけられる。この成長戦略において、電力部門の脱炭素化は大前

提であり、再生可能エネルギー（再エネ）は最大限導入を図るとされる。2050 年には

発電量の約 50-60％を再エネで賄うことがポイントになる。 

日本における再エネの電源構成は、2019 年の段階でおおよそ 20％の大台に達成す

る時期に差し掛かっている。ここにきて、これまで FIT（Feed-in Tariff）によって導入

が推進されてきた日本の再エネも、2022 年度より FIT に加えて市場連動型の変動型

FIP（Feed-in Premium）制度を導入することが、本格的に議論され始めた。 

FIP は、発電事業者が卸電力取引所等に直接販売する再エネ電力に対して、特定技

術ごとに定められたプレミアムを付与する制度である。従来型の大規模集中型発電所

とは異なり、多くの再エネ発電所は、一般的に小規模分散型である。さらに、FIT の

適用を受ける再エネ発電事業者は、一般送配電事業者（TSO・DSO）が固定価格で全

量買取してくれたから、卸電力の市場取引になれておらず参入へのハードルが高い。 

分散型の再エネ電力を直接市場取引するためには、その再エネ電力を取り纏めてし

て、卸電力市場や需給調整市場でトレーディングを行うようなプレーヤーが重要な役

割を担う事になる。このようなプレーヤーは、アグリゲーターや直接市場家と呼ばれ

ている。さらに、こうしたアグリゲートしたアセット（リソース）としての物理的な

発電所群をあたかもひとつの発電所として制御する、仮想発電所（VPP: Virtual Power 

Plant）が数多く生まれ、その後統廃合が進んだ。 

2012 年、ドイツの再エネの電源構成は 22％と言われた。この年の再生可能エネル

ギー法改正で、直接市場取引を行う発電事業者に対してプレミアムが支払われる市場

プレミアム制度が導入され、2014 年からは本格的な FIP の適用へとつながっている。

その後もドイツの再エネは成長を続け、2018年には40％を越えたとも言われている。

本格的に導入が議論される日本の FIP も、ドイツ型が応用とされている。 

日本でも近年、FIP を見据えたアグリゲーター、VPP 事業が注目されようとしてい

る。ドイツにおけるアグリゲーター、直接市場家、そして VPP 事業規模の増加は、

2012 年の再生可能エネルギー法（EEG）において市場プレミアム制度が導入されたこ

とが直接的なインセンティブとなっている。本稿ではまず、再エネの直接市場取引と

VPP 事業がドイツにおいて盛んになってきたこの時期に焦点を当て、EEG2012、

EEG2014 で再エネ取引がどのように展開されてきたのかを検証する。その後、VPP 事

業の現在と将来を展望し、バランシンググループ(BG)/ 需給調整責任会社（Balancing 

Responsible Party, BRP）との整合性について検討する。 
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２．ドイツにおける再エネ市場統合政策（EEG2012、2014）     

2010年代前半、再エネ発電が拡大し続けるヨーロッパにおいて、EU加盟国は、再エ

ネとくに変動性再エネの増加を、既存のエネルギーシステムや電力市場に統合すると

いう課題に直面していた。この時期EU加盟諸国は、2020年目標に合致させるように、

様々な取り組みを行っていた。 

例えば、ドイツにおける2012年の再生可能エネルギー法(Erneuerbare Energien Gesetz: 

EEG)では、2020年までに最低35％の電力供給を再エネでまかない、2050年までにはそ

の割合を80％にまで上昇させることを目的としていた。そのためには、大規模なベー

スロード発電所を中心とした集中型エネルギーシステムを、小規模分散型の再エネ技

術のミックスに置き換えていかなければならない。こうした技術は、風力発電や太陽

光発電の変動性電源が重要な役割を担うが、当時はまだかなりの課題を提起していた

(BMU, 2011; Neubarth, 2011; Hiroux and Saguan, 2010)。 

まず、電力系統の安定性の確保と経済効率のためには、発電事業者に対する短期だ

けでなく長期の市場シグナルが重要となる。ところが、この時期の多くの再エネ技術

は、当時の市場価格ではまだ競争力が十分ではなく、依然として公的支援が必要であ

るとされてきた。投資に十分なインセンティブを提供しながら、再エネ発電を市場の

価格シグナルに合致させる方法を模索していた。 

再エネの特定技術毎に価格を定める固定価格買取制度（FIT）は、再エネ拡大・促進

のために成功した手段であることは明らかである(Haas et al., 2011; Mitchell et al., 2006; 

Ragwitz et al., 2007)。しかしながら、優先的な買取や給電ルールと組み合わせて政府に

よって管理される固定価格買取制度は、価格的にも量的にも、発電事業者を市場の価

格シグナルから保護する結果となっている(Brandstätt et al., 2011; Wustlich and Müller, 

2011)。 

費用効率的なエネルギーのミックスを実現するためには、再エネ技術を永久に競争

から切り離したままにすることはできない。投資と生産の決定を希少性のシグナルと

整合させる必要性が、市場統合のチャレンジとして浮き上がってくる。つまり、全て

のエネルギー技術に均衡する電力価格を通じて、電力市場の配分プロセスに再エネを

含めることである(Gawel and Purkus, 2015)。 

エネルギー・オンリー・マーケットでは、市場の均衡価格は、限界費用を基にした

需要と供給によって時間毎に決定される。しかしながら再エネ市場統合の課題は、代

替的な市場デザインや、エネルギー・オンリー・マーケット市場と容量市場の組み合

わせなどに関連してくる(Kopp et al., 2012)。 

さらに、電力供給のセキュリティの課題として、電力系統の安全性を常に確保する

必要がある。需要を考慮しないような、変動性の風力や太陽光からの発電は、電力系

統の安定性に対して追加的な負担をかける。同時に、電力システムのその他のバラン

シング費用が増加し、システム全体の費用効率が低下する可能性もある。 

例えば、2010年のドイツのエネルギーミックスでも、電力系統の地域的な混雑の増
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加や電圧の変動はすでに観察されており、TSOによる短時間の介入が必要となってい

る(Brandstätt et al., 2011; Borggrefe and Nüßler, 2009; TenneT; 50Hertz)。さらに、とくに

風力発電が多く発電し、需要が低い状況が同時に発生すると、卸電力取引所ではネガ

ティブプライスのスパイクが発生する可能性があり、これには多大な経済的コストが

伴うことがある(Brandstätt et al., 2011; Andor et al., 2010; Nicolosi, 2010)。 

このような再エネの増加によって、システム統合のための追加的な課題がもたらさ

れる。つまり、再エネもまた電力系統安定性に関する責任を受け入れ、バランシング

サービスを提供し、発電を需要に合わせて調整する必要がある。もっとも基本的な問

題は、再エネの市場導入体制から体系的に統合された市場価格体制へ、どのように制

度的移行を設計するかにある。 

このような課題に対処するための政策オプションとして、再エネ発電事業者に、卸

電力市場価格にプレミアムを上乗せするプレミアム体系が、EU加盟国においていく

つか実施されている(Eclareon and Öko-Institut, 2012; RES LEGAL, 2012)。しかし、この

ような制度の設計は、再エネ支援のための国内政策と同様に、国毎に大きく異なって

いる(Kitzing et al., 2012)。 

いわゆる市場プレミアムの目的は、再エネ発電事業者に市場取引を経験させ、市場

の需要を指向する発電に対してインセンティブを提供することにあった。同時に、小

規模施設など一部の再エネ発電所は、直接市場取引が困難になる可能性があるため、

以前の固定価格買取制度も引き続き有効とされた(Fraunhofer-ISI et al., 2011)。 

この並行的な市場統合のためのオプションとしての市場プレミアムは、再エネを支

援するという根本的な目的を変更することは意図していない。市場ベースの体制への

将来の移行のための基盤を準備することを目的としていた。以下、変動型プレミアム

スキーム(Sliding Premium Scheme)の例として、ドイツの2012年の再生可能エネルギー

法で導入された、市場プレミアム制度の有効性と効率性を、Purkus et al.(2015)、Gawel 

and Purkus (2013)をもとに検証する。 

 

2.1 EEG2012における市場プレミアム制度 

 

2012年再生可能エネルギー法（EEG2012）が施行されてから、再エネ発電事業者は

固定価格（FIT）の適用を受けるか、月次ベースの変動型市場プレミアムを受け取るか

を選ぶことができた。特定の要件を満たしていれば、発電事業者は再エネ電力を直接

市場に販売することで、EEG賦課金を削減分から利益を得ることができる。再エネ発

電事業者はまた、優先的な系統アクセスルールの恩恵を受け続けたまま、直接市場取

引を選ぶことができた。 
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 FITの制度では、再エネ電力はTSOの責任においてスポット市場に卸売りされる。市

場プレミアムの体系、または別の方法で直接販売する事を選択する発電事業者は、自

分たちで電力を卸売りしなければならない。一方市場プレミアム制度では、発電事業

者には、FIT価格と市場参照価格（MV: Market Value）との差額が、ネットの市場プレ

ミアム（MPRNet: Net Market Premium）として支払われていた。さらに、直接市場参加

から生じる追加の費用をカバーすることを目的とした管理プレミアム（MMP: 

Management Premium）を受け取る。これには、実際の発電が予測から外れた時に発生

するバランシングコストや、市場取引を取り扱うためのコストが含まれる（図1）。 

 EEG2012において設定された市場プレアムの価格設定は、図1の左側二本の棒グラ

フで示されている。基本となるのは、それまでと同様に算定された左端のFIT価格で

ある。このFIT価格を基準として、月ごとに算定される市場参照価格（MV：Market Value）

との差額が、ネットの市場プレミアム（MPRNet）としてTSO・DSOから発電事業者に

支払われる。さらに、直接市場取引の導入によって新たにかかるであろう費用が、管

理プレミアム（MMP）として上乗せして助成されていた。 

基準となるMVは毎月算定されるが、実際に発電した電力を直接市場に卸売り（DM：

Direct Marketing）する場合には、ドイツでは15分ごとに定められる電力市場価格によ

ることになる。右から二本目の縦棒は、実際の直接卸売り価格（DMi）が、基準とさ

れる市場参照価格（MV）より高い場合（DMi＞MV）を示している。逆に、右端の縦

棒は、実際の直接卸売り価格（DMi）が、基準とされる市場参照価格（MV）よりも安

 

 

 

図 1 ドイツの市場プレミアム制度の概要 

出所：Gawel and Purkus (2013) 

注：FIT：Feed-in Tariff (固定価格買取制度); MV: Market Value (市場参照価格); MPRNET: Net Market Premium (ネット

の市場プレミアム); MMP: Management Premium (管理プレミアム); DM: Direct Marketing (直接市場取引) 
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い場合（DMi＜MV）を示している。 

右から二番目の縦棒の状況（DMi＞MV）時に発電して市場に卸売りすることができ

れば、管理プレミアム分を加えて、さらに高い売電額を発電事業者は得ることができ

る。この高い売電額を狙って、アグリゲーターや直接市場家、VPPといったサービス

事業者が生まれた。FIT適用時と比べて上積みとなった利潤を、こうしたサービス事

業者と発電事業者が分け合うようなビジネスモデルである。一方、右端の縦棒の状況

（DMi＜MV）時に発電して市場に卸売りすれば、FIT適用時と比較して発電事業者が

得る売電額は低くなるリスクもある。 

ネットの市場プレミアムの算出基準となる市場参照価格は、欧州電力取引所EPEX-

SPOTの時間料金(hourly price)に基づいて月ごとに計算される。ディスパッチ（給電指

令）が可能で変動性ではない再エネ電源の場合、市場価格はスポット市場における実

際の時間毎の算術平均価格に等しくなる(EEG 2012 annex 4 no. 2.1)。 

風力や太陽光発電には、技術固有の相対的な市場価格が使用されていた(EEG 2012 

annex 4 no. 2.2 et seqq.)。なぜならば、風力による電力は、需要が低く、電力市場価格

が安いときに頻繁に発生するのに対し、太陽光からの電力は、電力市場価格の高かっ

た日中に発電のピークを迎えるからである。 

結果として、ディスパッチ可能な再エネ電源と比較すると、風力発電は比較的低い

市場価格を受けがちなのに対し、太陽光発電は比較的に高い市場価格を受けがちであ

るとも言われていた(Sensfuß and Ragwitz, 2011; Lehnert, 2012)。 

管理プレミアムもまた、ディスパッチできるものとそうでないものに分類される。

ディスパッチできないものについては、大幅に高いプレミアムを受け取る(Sensfuß and 

Ragwitz, 2011)。しかしながら、管理プレミアム価格は毎年著しく低下しており、風力・

太陽光についてはその後さらに引き締められている（表1）。 

つまり、市場プレミアム制度（MPS）にしたがって発電事業者に支払われるプレミ

アムの合計（グロスの市場プレミアム）は、技術固有のFIT価格の差として決定される

変動性のネットの市場プレミアム（MPRNet）と、管理プレミアム（MMP）で構成され

る。 

表 1 EEG2012 における管理プレミアム料金 

注：EEG 2012, annex 4 no. 2.1 et seqq., and the Management Premium Ordinance (MaPrV) 2012. 

出所：Gawel and Purkus（2013）より作成。 
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さらに、MPSは、再エネの市場統合およびシステム統合のための枠組みを改善する

ことを目的としたいくつかの手段によって補完される。例えば、MPSを使用するバイ

オガスプラントの場合、柔軟性プレミアムが追加的なインセンティブをえることがで

きる。このプレミアムは、より柔軟な発電のために必要となる、追加的なストレージ

（貯蔵）や発電容量の投資コストを補償する(sec 33i EEG)。 

 

2.2 ドイツの市場プレミアム制度の目的 

ここでは、ドイツの市場プレミアム制度を分析するために、この制度を通じて推進

しようとする原則的な目的を3つに分けてみる。第一に（狭義的な）市場統合、第二に

システム統合、第三に直接市場取引である。 

 

2.2.1 （狭義的な）市場統合 

再エネ電源の補償を平均市場価格レベルに参照させることで、プレミアム制度によ

って、価格リスクを市場参加者にさらけだすことができる(Eclareon and Öko-Institut, 

2012)。この制度では、発電事業者の収入は、原則として電力市場によって決定される。 

 

2.2.2 システム統合 

さらに、プレミアム制度は電力系統の安定性を維持し、需給をバランシングするの

に貢献する。再エネ発電事業者には調整力・アンシラリーサービスを供給するインセ

ンティブが働き、需要に応じた電力供給が推奨される(Eclareon and Öko-Institut, 2012)。 

 

2.2.3 直接市場取引 

最後に、プレミアム制度では、再エネ発電事業者の電力市場への直接参加を増やす

ために、流通経路を変更することが推奨される。経済的な観点からすれば、それ自体

で目的を構成するものではないが、市場とシステム統合の目的を提供している。 

ドイツの市場プレミアム制度は、再エネ電源の市場統合を促進するために、発電事

業者が「受動的な参加者から、能動的な市場参加者」に進化するためのインセンティ

ブを提供することを目的としている。FITから直接市場取引にスイッチングすること

で、発電事業者は市場のオペレーションを経験することができ、同時に市場価格と強

く整合した生産決定を行うことが推奨される。 

需要が高い時間帯に売電すれば、市場価格は高いため、発電事業者は、市場プレミ

アムの平均価格よりも高い収入を得ることができる。固定価格のFITと比較しても、

収入を改善することができる。高い収入を得るチャンスを提供することで、ネットの

市場プレミアム（MPRNet）は、流通経路を変えるインセンティブを提供している。一

方管理プレミアム（MMP）は、直接市場取引に参画するための取引費用等の費用リス

クを補償することを目的としている。 

需要が高く供給が少ない時間帯に発電をシフトすることによって、より高い収益を

得る可能性は、需要志向の発電を推奨することを意味している。これは、再エネのシ
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ステム統合を改善することにつながる(BMU, 2011; Neubarth, 2011)。ここでの目的は、

直接市場取引への参加を増やすことだけではなく、電力システムの効率に関する発電

行動の変化にインセンティブを与えることにある。 

ある見積もりによると、再エネ発電行動のこうした変化は、2010年比で、2015年に

4.25億ユーロ、2020年には6.7億ユーロを節約するという。こうした削減は、主にディ

スパッチ可能な再エネ発電パターンの変更によって実現される。ただし、変動性の再

エネ電源の場合、電力供給の柔軟性を高めるためにはストレージシステムへの大規模

な投資が必要になる(Consentec and R2B Energy Consulting, 2010)。 

これらの点は、市場プレミアム体系の含意に関する議論につながったが、ネットの

市場プレミアム（MNPNet）は、風力・太陽光発電事業者が需要と供給を調整するため

の、少なくとも短期的なオプションを模索することを奨励している。例えば、電力市

場のネガティブプライス（負の価格）に対応するための自主的な出力抑制、メンテナ

ンス計画を需要の少ない時間へ調整することなどが挙げられる(Fraunhofer-ISI et al., 

2011)。 

さらに中期的には、市場プレミアム体系は、より柔軟な発電所設計とエネルギー貯

蔵システムの開発に対してインセンティブを与えるべきである(Fraunhofer-ISI et al., 

2011)。この体系は、FITと比べて、フィードイン（系統流入）の予測の質を改良する

だけでなく、発電事業者と市場参加者の間の情報交換をより直感的に改善することが

期待される(Möhrlen et al., 2012)。こうすることで、直接市場取引における発電事業者

が負担しなければならない、予測エラーの調整するための費用が削減される(Sensfuß 

and Ragwitz, 2009; Consentec and R2B Energy Consulting, 2010)。 

しかしながら、再エネ発電の需要志向の高まりは推奨されているものの、直接市場

取引に参加している再エネ発電所の電力系統への優先給電ルールはそのままである

(sec5, 8 and 9 EEG 2012)。結果として、市場プレミアム体系の再エネ発電事業者は、発

電したい量を供給でき、一方で系統安定性の理由で出力抑制された場合には補償が受

けられるという、高い確実性を保持していた(sec 11 and 12 EEG 2012; Schumacher, 2012)。 

狭義の再エネ発電の市場統合の拡大は、ドイツの市場プレミアム制度の主たる目的

ではない。その後の制度設計では、ネットの市場プレミアムは、市場平均価格とFITの

差額をカバーすることになり、一般的な価格リスクをほぼ完全に排除している。その

ため、電源構成に関する決定は、市場の力ではなく、公的に管理されているフィード

イン補償によって指示されたままである。 

この時点で、発電事業者を市場価格リスクの拡大にさらすことは、市場プレミアム

制度の目的ではなかった。なぜならば、このことは計画の確実性を低下させ、再エネ

電源への投資意欲を低下させるからである(Sensfuß and Ragwitz, 2009)。そこで、以下

の議論では、直接市場取引とシステム統合の側面に限定して進める。 

 

2.3 EEG2012の市場プレミアム制度の結果 

2012年に市場プレミアム制度が導入されて以来、直接市場参加の数は、成功裏に増
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加している。2014年には、EEGによる支援が適用可能な導入容量の49％が、市場プレ

ミアム制度の下で市場参加している（図2）。同時に、直接市場取引によって再エネ電

源に対する支援の大部分が置き換えられたが、この支援のないその他直接市場取引オ

プションは、実質的には無関係である（図3）。 

当初は、特に風力発電の大部分が市場プレミアムに切り替えたが、同時に他の再エ

ネ発電の参加も増加した。2014年4月には、おおよそ60％のバイオマス発電も市場プ

レミアムモデルに優位性をもっており、太陽光発電の参加も13.3％となっている。実

際の市場統合目標に関して、ドイツの変動性市場プレミアム制度は、量的な意味では

成功しているといえるだろう。 

 

2.4 再エネ電源の効率的な市場、直接市場家と管理プレミアム 

固定価格のFITの下では、平準化スキーム規程（§2, AusglMechV）に従い、再エネ

電力は前日または当日のスポット市場で取引される。このFITと比較して、変動性市

場プレミアムは、以下の場合、より効率的な市場取引となるだろう。 

 

(a)直接市場取引によって、市場の取引費用が減少する場合 

(b)再エネ発電のフィードイン量のよりよい予測と発電所ポートフォリオのよりよい

管理の結果として、エネルギーのバランシング費用が減少する場合（例：発電所を遠

隔制御する等） 

(c)市場取引形態をより革新的にし、取引する市場の選択を最適化することによって、

 

図 2 市場プレミアムモデルによる導入容量（2012-2014） 

注：ここでのガス(Gases)には、埋立・下水ガス等が含まれる。 

出所：Purkus et al., (2015) based on 50Hertz et al., (2014) 
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再エネで得られる価格を高くできる場合（例：当日市場や前日のスポット市場、需給

調整市場、相対取引等） 

 

これらが市場プレミアムモデルに適用できるかどうかは、以下の点に注意が必要に

なる。まず、多くの再エネ発電所の設置事業者は、エネルギー分野で確立された従来

型のプレーヤーではない。つまり、彼らのほとんどは、中央的な電力市場に発電した

電力を直接販売するために必要なインフラも、知識も持ち合わせていない。 

再エネ発電所のオペレーターを市場に誘導するためには、電力を取引するトレーダ

ーを介することによってのみ可能であった。このトレーダーは、直接市場家と呼ばれ

ている。直接市場家は、再エネ発電所設置事業者へのサービス提供者として機能する。

その機能は、発電・系統流入量予測、系統運用者とのコミュニケーションスケジュー

ル、予測誤差の価格補償など、広範囲に及ぶ。 

直接市場家は、再エネ発電量予測と電力市場価格に基づいて、FIT体系の適用範囲

内に留まるか、あるいは直接市場販売するかについて、再エネ発電所の設置事業者に

代わって最初の決定を行う。直接市場販売を選ぶ場合、彼らは再エネ電力が売りに出

される時間・量・市場を決定する。直接市場家は、電力取引所における取引を可能に

するのに必要な特定のインフラにアクセスすることができる。 

取引費用の削減について、TSOを介したFIT制度での販売に比べると、当初は追加的

な費用が発生しているともいえる。さらに、あらたな市場取引費用の大部分は固定費

が占めるため、この費用は規模の経済の影響を受ける。管理するポートフォリオが大

 

図 3 EEG 対象直接市場取引の容量シェア（2014 年 4 月時点） 

注：ここでのガス(Gases)には、埋立・下水ガスが含まれる。 

出所：Purkus et al., (2015) based on 50Hertz et al., (2014) and Bundesnetzagentur 
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きいほど、エネルギーのバランスを取るためのコストが低くなる。ポートフォリオが

大きいほど、予測の精度が高くなるためである 。このことは、取引費用の観点から

は、大規模な直接市場家はTSOに近づいてゆくことを示唆している。 

市場プレミアム制度のもとで、直接市場取引による追加的な費用のおおよその部分

は、管理プレミアムによって提供される。2012年には、この費用は約4億6700万ユーロ

に達したものの、2013年には管理プレミアム料の引き下げにより、推定3億5400万ユ

ーロから4億ユーロが支払われた(50Hertz et al, 2014; MaPrV, 2012)。 

ただし、この管理プレミアムは、実際の取引費用ではなく、主として直接市場取引

に関連する追加的な支援の費用の指標として機能している。とりわけ、2012年には直

接市場取引のための費用を過剰に支援することで高収益が発生した。その後、変動性

再エネ電源の管理プレミアム料金が大幅に引き下げられることが判明した。ただし、

EEG2012に準規した管理プレミアムは、直接市場取引のビジネスモデルの基本となっ

ている。管理プレミアムが減少する制度設計は、市場家にとってのコスト圧力を増大

させている。 

風力発電および太陽光発電の直接市場取引において使用される市場チャンネルは、

前日および当日スポット市場であり、TSOが使用するものと同じである。スポット市

場価格は、市場価格（MV）を算出するために使用されるため、この市場そのものは

市場プレミアム制度によって支援されているといえる。 

変動性の再エネ電源の場合、この頃急速に拡大にしていた仮想発電所（VPP）ネッ

トワークを構築することで、再エネ電力の直接市場取引に革新的な変化が見られる。

風力発電・太陽光発電の直接市場取引によって達成された効率の利点は、主として、

新しい設備だけではなく既存の設備にとっても、遠隔制御機能を付けることで、リア

ルタイムの発電量を管理するためのインセンティブを与えたということになる。 

一方バイオマス（バイオガス）設備は、需給調整市場にも多数参加している。バイ

オマスCHP設備は、原則的に熱利用と組み合わせて利用できる柔軟性オプションがあ

る。他の再エネ電源と違ってより特徴的な概念が必要となるものの、柔軟性オプショ

ンの分、直接市場取引は効率を高める可能性が高い。 

調整力を供給することのできるバイオマス・水力発電を除いて、再エネ電源が使用

することのできる市場は、TSOによってすでに採用されているものとほとんど同じで

ある。2014年頃には、再エネ電源の直接市場取引は市場取引コストの増加につながる

とも言われていた。この取引コストをTSOのみが市場取引する場合に匹敵するレベル

まで下げることは、主として規模の経済性を活用することによって達成される。直接

市場家間の強い価格競争は、集中を促進させる可能性があるとも言われていた。 
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2.5 需要志向の再エネ発電と柔軟性に対するインセティブになっているか 

市場プレミアム制度が下記の点を推奨するようなインセンティブを設定すること

で、再エネ発電において、より需要指向のフィードインとより大きな柔軟性が実現さ

れうる。 

 

(a)電力市場価格がネガティブプライス時の、自主的な出力抑制 

(b)変動性電源の場合、市場価値（MV）の最大化に念頭に置きながら、システム要件

に沿った保守計画とプラント設計 

(c)ターゲットを絞った、ディスパッチ可能な再エネ電源の負荷変動 

(d)再エネ電源設備の遠隔制御の増加 

(e)需給調整市場への再エネ発電事業者の参加 

 

このような措置が講じられているかどうかだけでなく、供給面の安全性とコスト削

減に関する全体的な目的に貢献しているかどうかも重要となる。 

限界費用がほぼゼロの変動性再エネ電源の場合、電力市場価格が大幅にネガティブ

の時には、入札を制限することを推奨するようなインセンティブが付与される。スポ

 

 

図 4 柔軟性プレミアム（FPR）の概念図 

出所：Hahn et al. (2014) 

注：FIT：Feed in Tariff (固定価格買取制度); MV: Market Value (市場参照価格); MPR: Market Premium (市場プレミア

ム); MMP: Management Premium (管理プレミアム); FPR: Flexibility Premium (柔軟性プレミアム) 
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ット市場に参加する電力トレーダーが、管理プレミアムを含む市場プレミアムの受け

取り額よりも高い金額を買い手に支払わなければならないような場合、自主的な出力

抑制が有効になる。 

2014年の段階で、例えば直接市場取引を行うある風力発電所では、約-65ユーロ

/MWhのネガティブプライスで、自主的な出力抑制を行っている。このような対応能

力は、とりわけ、管理プレミアムが対応する発電設備の遠隔制御能力に依存している。

遠隔制御は2013年頃から成長し続けている。 

保守計画の最適化と切り分けると、変動性の再エネ電源には、市場の需要価格変動

に対応する他のインセンティブはほとんどない。市場の価格シグナルが、発電所の設

置や投資を刺激するのに十分ではない場合もある。さらに、代替的な設備コンセプト

の市場価値の優位性が、関連するサプライヤーの増加によって損なわれているともい

われている 。需給調整市場では、変動性電源の事前認定は限定的である。 

ディスパッチ可能な電源に関して、バイオガスプラントの場合、柔軟性プレミアム

（図４）を採用することで、需要ベースの柔軟な運転ができるかどうかの条件を検討

することができる。2014年4月には、約216MW（電力）の370の設備が、柔軟性プレミ

アムを申請した。これは、直接市場取引に参加するバイオガス・バイオメタン容量の

約11％に相当する。2012年にゆっくりとスタートした後、柔軟性プレミアムの利用は

急速に増加した。 

水力発電設備に次いで、バイオマス発電設備は需給調整市場でもっとも活発な再エ

ネ電源となっている。2014年4月には、直接市場取引するバイオマス発電容量の24％、

水力発電容量の43％が、事前資格を取得した。これまでのところ、主として下げ調整

力が供給されている。 

需給調整市場を活用することによって発電設備が柔軟性を提供することは、システ

ム全体をサポートしながら、実際にその経済効率によい効果をもたらすことができる。

したがって、発電設備が対応する適応を奨励し需給調整市場への参加を可能にするこ

とは、電力貯蔵施設の事業者だけでなく、その他新規参入者の参加によって競争を活

発にしており、理に適っているといえる。 

しかしながら、全体としてみれば、変動性電源にとっての市場プレミアムは、出力

抑制プレミアムとしての性格を持っている。出力抑制シグナルは、電力市場価格が大

きくネガティブの場合に有効になる。ディスパッチ可能な再エネ電源の場合、とりわ

け下げ調整力は有益なため、この価格シグナルは正の限界費用の早期の段階で発生す

る。特にバイオマス設備の場合、電力市場価格シグナルへの応答は、その資源利用を

最適化するために重要なインセンティブとして設定される。 

2014年の段階では、このモデルではディスパッチ可能な再エネが、上げ調整力に関

与するインセンティブはほとんど設定されていなかった。この上げ調整力は、変動性

再エネ電源からのフィードインが少ない場合に再エネ電源からのエネルギー供給を

高めることに寄与し、系統の安定性に貢献するという点で望ましいだろう。 

これはスポット市場における相対的に低いピーク（オフピーク）によっても決定さ
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れる。さらに、上げ調整力を供給するディスパッチ可能な再エネ電源や、設備設計に

関して市場価格に基づいた決定を行う変動性再エネ電源に対するインセンティブは、

この時点ではほとんどなかった。 

電力市場価格が低価格やネガティブプライスの時間帯に補償されなければならい

電力量を減らすことにより、自主的な出力抑制はEEG賦課金の負担を軽減する。再エ

ネ電源のためのEEG賦課金は、FIT価格や市場プレミアムの参照価格と、電力市場価

格の差に基づいて決定される。 

しかしながら、限界費用がほぼゼロの変動性再エネ電源の継続的な拡大により、同

時に変動性再エネ電源がフィードインすることで、その市場価格は低下する。たとえ、

すべての再エネ発電コストが減少したとしても、このことはEEG賦課金負担が増加す

ることにつながり、エネルギー・オンリー・マーケットの再エネ市場にとっての根本

的な問題となりうる。 

さらに、電力市場価格のネガティブプライスの発生の要因分析は、原子力発電所に

加え、特にCO2排出量の多い褐炭火力発電所が高負荷で運転し続けることにあるとさ

れる。再エネ電源の出力抑制は、従来型発電所の運営者が運転を削減したり、柔軟性

対策に投資したりするインセンティブを減らしている。気候変動政策と電力システム

改革の観点からすれば、この状況には大きな問題があると言われていた。 

 

2.6  EEG2014の下での市場プレミアム-EEG2012以後の再エネ市場統合政策 

再エネの市場統合に関する再生可能エネルギー法2014年改正における変更点は、以

下のとおりである。第一に、大規模な新規導入設備の直接市場取引の義務化、第二に、

市場プレミアム算出に使用される参照価格による管理プレミアムの価格設定、第三に、

長期間に渡るネガティブプライス時の補償の削減、最後に、市場プレミアム支払い要

件としての遠隔制御機能の導入である。 

EEG2014では全般的に補償額が低下されたが、それはとくにバイオマスエネルギー

で顕著であった。問題は、EEG2012と比較して、市場効率と需要志向で柔軟な電力供

給の促進に関して、市場プレミアムの貢献にどのような違いがあるのか、ということ

である。 

市場の効率性に関しては、EEG2012の市場プレミアムモデルで使用されてきた

EPEX-SPOT等の市場チャンネルの活用しており、インセンティブを創造する構造に変

化がないため、そのまま継続するように考えられていた。 

バイオガス設備の場合、サイトのオペレーターが設計する柔軟性の市場取引コンセ

プトが、新たに導入された制限によって、設備の定格電力の50％までの補償となった。

この点では、特定の設備に合わせて、電気の市場取引と熱供給を最適化できるという、

それまでのディスパッチ可能な直接市場取引に関連するメリットは小さくなってい

る。 

とくに、管理プレミアムの削減が伴う中で必須となる直接市場取引は、規模の経済

によって、市場取引コストが低く、競争力を維持できる大規模な直接市場家を強化す
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る傾向があると予想される。管理プレミアムの引き下げは、2012年と2013年に明らか

な変化があり、その後の利益の減少に反映されている。 

利益の損失は、市場取引費用を低くし、効率性を改善することでコストを低減する

という、圧力の増大を伴っている。しかし、すべての直接市場家が必要に応じてコス

トを削減できるわけではないため、直接市場家の寡占は、再エネ発電設備の事業者の

交渉力を弱めることになる。 

さらに、直接市場家は、最低限のバランスのとれた計算をするために、発電設備の

事業者からコストを回収する必要がある。これは、特定の直接市場取引費用もまた、

発電設備の事業者にとっての報酬率の引き下げとして解釈される可能性があること

を意味する。 

EEG2014では、市場統合のためのインセンティブとバイオエネルギーの報酬の大幅

な削減との間に相互関係がある。新しいバイオマス設備の導入が、経済的にどの程度

実現可能かは疑わしいが、電力システムの柔軟性オプションとして、新規設備の役割

は限定的になる可能性がある。しかしながら、バイオガス設備の場合、補償の対象と

なる電力量に制限を設けることは、可能な限り高い市場価格で電力を販売するインセ

ンティブを提供することになり、新規設備の収益性をさらに悪化させる可能性がある。 

さらに、気候への影響の観点からは、柔軟性に関する適正要件の一方的な焦点を、

批判的に評価する必要がある。これは、高レベルの熱利用を伴う概念が、発電のみの

場合と比較して、大幅に温室効果ガスの排出削減につながるからである。あいにく柔

軟性要件には、この点は無視されている。 

柔軟性オプションとしては、EEG2012に基づいて市場プレミアムを請求できた既存

のプラントが主たる役割を果たす可能性がある。ここでは、固形バイオマス設備を含

む柔軟性プレミアムが、フィードイン操作の変更を促進し、柔軟性への投資を価値あ

るものにするためには適切であった可能性が高い。 

変動性の再エネにおいて、新規発電所の設置要件とされた遠隔制御の導入は、明確

な改良を示している。これとは別に、変動性の再エネが、出力抑制を越えた電力市場

価格シグナルに反応しないことは引き続き問題である。電力市場価格がネガティブに

なる時に報酬がカットされることでのみ、発電事業者は苦痛を感じる。 

EEG2012に基づく市場プレミアムは、主にネガティブプライスのスパイクを防止す

るのに役に立った。EEG2014では、6時間以上継続してネガティブプライスとなった場

合に、発電を削減することを目的としている。これは、限界費用がほぼゼロの再エネ

発電事業者は、限界費用が比較的高い従来型発電所を運転停止する前に、発電量を削

減することが推奨されることを意味する。この状況は、経済効率性と気候変動の観点

からは、有益であるとはいえない。 

同時に、適度なネガティブプライスの存在は、従来型発電所のオペレーターが、柔

軟性シグナルを送信するための経済的合理的手段を構成するとも考えられている。た

だし、新しい規制により、システム変更を実施する責任が、後者から大幅に軽減され

る。一方で、再エネ発電事業者は、増大する電力市場価格リスクに耐える傾向がある。
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ネガティブプライスの発生頻度が少ないことは、柔軟性への投資コストを回避できる、

従来型発電所のオペレーターに利益をもたらす。 

EEG2014は、短期的にはEEG賦課金の国民負担を軽減するかもしれないが、システ

ム全体の柔軟性へのインセンティブが低下するため、電力システムの変革にかかる長

期的なコストの上昇が予想されるという、批判的な意見もあった。 

 

３．ドイツにおけるBG/BRP 

 

BRP(Balance Responsible Party; 需給調整会社)とは、EU規則において、電力市場参加

者のインバランス責任を負うと決められた代表者のことを指している(Article2(14)), 

Regulation(EU)）。すべての市場参加者は、システムに生じるインバランスの責任を負

うものとする(Balance Responsible)。そのため、市場参加者はBRPの責任者であるか、

選択したBRPにバランシングの責任を委任契約するものとする。それぞれのBRPは、

インバランスに対して金銭的な責任を負ってバランスとるように努め、電力システム

のバランスを取るのに協力する(Article 5, ibid.)。 

一部、革新的技術のデモンストレーションプロジェクトや小規模な再エネ発電に対

する例外は認められてはいるものの、EUにおいて電力市場に参画するためは、原則そ

の主体はBRPであるか、もしくはBRPに加盟しなければならないことが定められてい

る。 

ドイツには、BG（Balancing Group）が数多くある。それぞれのBGには、オーナー

として知られるBRPがある。このBRPは発電量と需要量を正確に予測する義務がある。

さらに、BRPは、BGの電力不足・過剰を短期の電力市場取引によって調整する。BRP

の予測やディスパッチ計画は、TSOに送信されて潮流計算に用いられる。 

BGは、電力市場モデルの最少単位を表しており、すべての発電所と需要家を含める

義務がある。さらに、発電と需要の予測に基づいて、バランシングのスケジュールを

通知・維持する義務も含まれる。BGは、バランシングシステムを使用して、予期しな

いインバランスをオフセットする。 

BGは、いわゆる仮想エネルギー量のノードとなり、仮想的な世界の電力市場を物理

的世界、つまり電力網のエネルギーの流れに接続する。こうした仮想的なエネルギー

量のノードは、市場参加者がスケジュールに基づいたフィードイン量とフィードアウ

ト量のバランスをとることを可能にする。 

TSOは、BGで残ったインバランスを調整し、BRPにその料金を請求する。オランダ

とドイツにおけるTSOであるTenneT社と契約しているBG数は2724、BRPは700である

（2020年12月18日、HP TenneT）。 

 

3.1 BGマネジメント 

BRPは、適切なスケジュール管理とバランスのために、BGに割り当てられた発電と

需要を15分ごとにバランスさせる義務を負う（§4 para. 2 StromNZV）。関連するすべ



 

   

 

  

16 

ディスカッションペーパー No.28      京都大学大学院  経済学研究科  再生可能エネルギー経済学講座
      

2021 年 1 月 

ての市場参加者は、そのプロセスと期限に従って参加が義務づけられる。 

インバランス料金の請求は、TSOが15分ごとのインバランスに対してドイツの均一

のエネルギーバランシング価格(reBAP)を掛け合わせて行う。この計算は、現段階の連

邦ネットワーク庁の法的要件および該当する規程にしたがって、TSOから公開される。

reBAP価格は、15分ごとに正負のバランス料金が定められている。 

TSOによる調整エネルギーは、送電系統の安全性と信頼性を維持するためにのみ使

用される。BRPが彼らのBGを管理することは、決して無駄ではない。もしBGの範囲

で重大な計画からの逸脱が発生した場合、TSOはまず、BRPによって逸脱を回避でき

たかどうか、もしくはどの程度回避できたかを検証する。もし、業務上の違反の疑い

が払拭出来ない場合には、TSOは連邦ネットワーク庁に問題を報告し、BRPに対する

監督手続きを決定する。 

 

3.2 BGによるバランシング（需給調整） 

BGは、発電と需要のバランスを取るために使用される基本ユニットになる。これら

はBRPによってエネルギー量が仮想的に管理される。たとえば、BGには独立系の発電

所や、ユーティリティの発電・需要全体が含まれる。また、取引された電力のみを対

象とするBGもある。ドイツにおけるすべての発電所と需要家はBGに含まれている。 

スケジュールの通知は、BRPが特定の発電所から電力系統に供給したい電力量、電

力系統のある地点から取得したい電力量を、翌日の15分毎に通知する。このスケジュ

ールには、電力取引市場の結果に従って他のBGとの電力交換も含まれる。 

reBAP価格は、発電と消費を同期させるための主たるインセンティブになる。発電

と需要の間の物理的な逸脱を相殺するためのバランシングサービスの使用は、届け出

されたスケジュールと実際の状況との不一致生じた場合、制御領域全体で相殺される

ことを保証する。 

バランシングサービスの利用コストは、システムを介して請求されるため、BGはそ

の利用コストを負担する必要がある。したがって、バランシング価格は、届け出され

たスケジュールから逸脱した場合のペナルティ支払いのように機能する。それらは、

BG内、BG間でバランスを取るための重要なインセンティブとなる。 

再エネ、とりわけ変動性再エネの普及が進むと、これらの予測はより複雑になる。

気候や季節変動の影響を受けることで、不安定な発電をもたらし、時には極端に変動

することもある。こうしたリスクを軽減するために、BGは柔軟に出力を制御できる発

電と需要に関する多様なポートフォリオを構築する必要がある。 

バイオガスやCHPプラント、水力発電は、制御しやすい発電源の例である。需要側

では、日常のオペレーションを別の時間にシフトできる場合にも、一定の柔軟性を提

供できる。蓄電池も制御可能で、これは電力の生産と需要の両方の面で機能する。こ

のような制御しやすく地理的に多様なアセットをポートフォリオに含めることは、

BGのインバランス発生を回避する重要な方法となっている。 

ひとつの例を考えてみよう。あるVPPの電力トレーダーは、複数の風力発電を含む
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BGを管理している。この風力発電の毎日の発電量予測はもちろんBGに届けられてい

る。しかし、予期しない嵐によって、ある15分間にトレーダーが予測したよりも多く

の発電をしてしまったとしよう。 

このトレーダーは、この15分間の余剰電力を当日市場に販売することでBGをスム

ーズにするか、あるいはもし可能であれば、BG内の他のアセットの発電量を減らす

か、という決断に直面する。TSOに調整を頼るならば、BRPはインバランス料金をペ

ナルティとして支払わなければならない。 

TSOは、予定された電力量と供給された電力量との間に不一致が残っている場合、

その差の電力量をバランスしなければならない。送電網の安定性を維持するためには、

アンシラリーサービスによって電力過不足を補正する必要がある。 

４．アグリゲーターとVPP     

アグリゲーターは、需要家・発電事業者・プロシューマー、あるいはそれらを組み

合わせたグループが、卸と小売の両方の電力システム市場に参加してサービスを販売

する、単一の代理業者として機能する（Burger et al., 2016）。 

このようなアグリゲーターは、VPPとして運営される会社である。VPPは、分散し

た比較的小さなエネルギー源(Distributed energy Sources; DER)をひとつの集合体とし

て、電力系統に対してサービスを提供できるようにすることを目的としている。 

 

 

図 5 アグリゲーターの概観 

出所：IRENA（2019） 
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VPPは、DERをアグリゲートしてあたかもひとつの従来型発電所のように運転し、

市場に参加して電力やアンシラリーサービスを販売する。そのオペレーションには、

最小・最大発電容量管理、ランプアップ・ダウンなどが含まれる。 

VPPは、社内の中央情報技術システムによって制御される。このシステムには、風

力・太陽光発電量予測のための天気予報や、卸電力取引所の市場価格に関連するデー

タが含まれる。また、発電と消費の調整は、VPP内のアセットに含まれるディスパッ

チ可能なDERの運転によって最適化処理される。 

アグリゲーターは、需要側と供給側の両方の柔軟性サービスを電力系統に提供する。

そのことで、再生可能エネルギー資源のよりよい統合を支援することができる。需要

側の柔軟性は、デマンドレスポンスやエネルギー貯蔵設備を、系統要件に適合するよ

うにアグリゲートすることで提供することができる。供給側の柔軟性は、バイオガス

プラントなどの熱電併給（CHP）プラントで発電を最適化したり、エネルギー貯蔵設

備を利用することで提供する。 

運用の最適化は、需要・発電・価格に関する過去および将来の予測データに基づい

て行われる。アグリゲーターのDERのオペレーションは、図5で概観されている。今日

のアグリゲーターは、ディスパッチしにくい太陽光や風力等の電力、ディスパッチ可

能なバイオガス等CHPやデマンドレスポンス、蓄電池やEVなどのストレージ（貯蔵設

備）からの電力を集め、グリッド（電力系統）に供給する。中央情報制御システムに

は、こうしたアセットの情報とともに、需要・供給・電力価格予測情報を統合するこ

とで、出力を最適化する。 

 

4.1 電力セクター変革への貢献 

分散型電源をまとめて VPP を構築することによって、アグリゲーターは卸電力取

引所に参加するのに十分な発電容量を得ることができる。アグリゲーターは、分散型

エネルギー資源の適したポートフォリオを最適化することで、周波数調整・予備力等

などの様々なサービスを系統運用者に提供することができる。 

VPP は、バイオガス等 CHP ユニットやデマンドレスポンス設備に、スーパーキャ

パシタやバッテリーなどの高速応答ユニットなど加えることで、さまざまな柔軟性サ

ービスを供給することも可能である（Ma et al., 2017）。 

アグリゲーターが VPP を構築することによるベネフィットには、以下の点が含ま

れる。第一に負荷変動、第二に調整サービス、第三にローカルな柔軟性の供給である。 

負荷変動に関して、アグリゲーターは、商業・産業用の需要をリアルタイムにシフ

トすることを可能にし、市場の価格シグナル基づいて、系統運用者に需要側の管理サ

ービスを提供できる。オランダで実施されたフィールド実験では、マイクロ CHP お

よびヒートポンプの熱システムを管理することで、ピーク需要を 30-35％削減できる

ことが示された。同時に、配電・送電網の投資を延期するビジネスケースとなった。 

調整サービスとして、アグリゲーターは、最適化プラットフォームを使用すること

でさまざまな補助サービスを提供し、さらに VRE リソースを統合するためのシステ
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ムの柔軟性を高めている。アグリゲーターは、夕方太陽が沈むときに起こるダックカ

ーブと呼ばれる時間帯のランプアップや、その他の VRE の出力変動を緩和する。 

こうしたランピング要件に加え、VPP ではアンシラリーサービスも提供する。ドイ

ツのある VPP では、こうした出力アップ・ダウンを、一日 20 回程度行っている。発

電所は、スポット市場のその時の価格に基づき、15 分単位で制御できる。TSO のオペ

レーターは、こうした貴重な需給調整力の恩恵を受けている。電力貯蔵プラントから

の柔軟性を追加的にアセットに含めることで、風力や太陽光の変動を補正することが

できる。 

柔軟性のための地域/地方的な市場が整っていれば、アグリゲーターは配電系統の

オペレーターレベルで柔軟性を提供できる。こうした配電レベルの柔軟性はローカル

フレキシビリティ（Local flexibility）と呼ばれ、ドイツでも市場整備が進められてい

る。 

 

4.2 電力限界費用の低減・インフラ投資の最適化 

わずかな需要を満たすために、大規模な発電所を使用して発電している場合があり、

結果として発電コストが高くなっていることがある。たとえば、ピーク需要の増加に

対応するために、追加的に化石燃料発電所にディスパッチしなければならないような

場合、電力システムの発電限界費用は増加する。その代わりに、アグリゲーターがデ

マンドレスポンスで需要を減らすことできれば、限界費用を低減することができる。 

 また、アグリゲーターに含まれるリソース、つまりまとめられた分散型電源技術と

充電された蓄電池をディスパッチすることで、ピーク時の発電所を置き換えることも

可能である。 

 アグリゲーターは、DER をまとめて制御することで、必要に応じてアンシラシー市

場に参加することができ、リアルタイムの運用予備力を系統に提供することができる。

このことは、DER 所有者の経済的利益を高めることにつながる。 

 さらに、既存の DER 資源を使用して予備容量サービスを提供することで、ピーク

時のためだけの容量への投資を回避するのに役に立つ。たとえば、アメリカのニュー

メキシコ州では、VPP を利用して 20-25MW の柔軟性を提供することで、従来型の高

価な発電所の必要性を軽減している。VPP は、すでに接続されている DER リソース

の追加的な収益を生み出しつつ、新規容量に対する追加的なコストを節約するのに貢

献している。 

 アメリカのエネルギー情報局では、新規石炭火力発電所を建設するのに、kW あた

り 2934-6599USD かかると見積もっている。ガス火力発電所の建設費は、kW あたり

676-2095USD である。さらにこれらのオプションには、重大な環境リスクと投資リス

クが伴う。 

 一方、すでに系統に接続されている発電所を、アグリゲーターを介して使用すると、

追加の容量に必要な投資を最小限に抑えることができる。アグリゲーターは、kW あ

たり 70-100USD のコストで需給バランスを維持することで、同時に DER 所有者に経
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済的な利益を提供できるとされる。  

 またアグリゲーターを活用して、ディマンドレスポンス（DR）や需要側の管理

（Demand Side Management: DSM）を活用して負荷をシフトさせることで、送電網や

配電網強化への投資も最小限に抑えることが示唆される。 

 

4.3 アグリゲーター、VPPを展開するためのキー要素 

アグリゲーターが確立するためには、価格のキャップのない自由化された卸電力市

場、とくにスポット市場が整備されていることが重要なポイントになる。アグリゲー

ターを組成するための主なインセンティブは、卸電力市場におけるピーク価格とオフ

ピーク価格の差、また調整力やその他アンシラリーサービスを提供するための、TSO

からのシグナルによって付与される。 

 こうした規制の枠組みは、アグリゲーターが、卸電力市場およびアンシラリーサー

ビス市場に参加できるようになっていなければ展開することはできない。 

 さらに、VPP の構成を運用のためには、DER からのリアルタイムデータの収集が必

要になる。これにはスマートメーター、ブロードバンド通信インフラ、ネットワーク、

遠隔制御・自動化システム、つまりネットワークのデジタル化が必要である。 

VPP オペレーターと DER は、リアルタイムに接続されていなければならない。収

集されたデータから需要もまた正確に予測できるため、ネットワークのデジタル化は

効率の向上にも役に立つ。双方向通信ネットワーク装置は必須になる。 

 変動性の再エネが増加するにつれ、より制度の高い発電予測も重要になってくる。

再エネによる発電力を予測し、電力システムの需要予測を行い、さらにディスパッチ

可能な DER の最適化スケジュールを導き出すためには、高度な予測ツールと手法が

必要になってくる。DER の発電量予測と需要予測を統合し、ネットの需要が予測でき

るようになれば、需要側の変化の可視性が高まる。 

 

５．まとめ 

 

本稿を通じて明らかにしたかったことの一つは、ドイツにおいて VPP のような主

体が出現し発展した過程には、どのような背景があったのかということである。それ

には、EEG2012 によって、これまで FIT 制度の下で TSO によって固定価格買取され

てきた再エネが、市場プレミアム制度の下で直接市場参加することが推奨されたこと

が直接的に関係している。 

ドイツでアグリゲーター、直接市場家と呼ばれるようなトレーダー、VPPといわれ

る主体が生まれ、成長してきた要因には、EEG2012で直接市場取引が推奨され、FIT水

準の市場プレミアムが設定されるだけでなく、さらに直接市場取引を行うための追加

的費用について、管理プレミアムが上乗せされたことが、大きなインセンティブとな

っていることは明らかである。 
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EEG2012の段階では、再エネ電源をいきなり市場価格リスクにさらけ出すことは目

的ではなかった。こうしたプレミアムをFIT価格水準以上で付与することで、再エネ

電源に対する投資意欲が衰退することは何としても避けなければならないこととさ

れていた。また、柔軟性の高いディスパッチ可能なバイオマスCHP等は特に重宝され、

フレキシビリティオプションが上乗せされた。 

ただし、こうした主体の形成に対して強いインセンティブとなった管理オプション

は、2013年適用分から次第に減額されていくことになる。2012年初期に、このプレミ

アムを使って市場取引基盤、情報基盤、遠隔操作基盤を整備したアグリゲーター、直

接市場家としてのVPPは、先だってインフラ整備を行うことができたが、管理プレミ

アムが少額しか受けられない後発組はどうしても不利になる。管理プレミアムにはバ

ランシング費用も含まれているため、規模を持つものの方が有利になる。こうした背

景から、VPP事業者の統廃合がその後進むことになる。 

いずれにせよ、従来型の発電所を所有するようなプレーヤーとは異なり、卸電力取

引所等の市場取引経験のないFITに慣れた再エネ発電事業者が、あらたに市場プレミ

アム体系に参入して直接市場取引しようとするならば、いずれかのVPPと契約をして

市場取引を委託する方が、事業性が高くなる。なぜならば、発電事業者がFITに比べて

市場プレミアムを選ぶ方が優位勢を保つためには、市場取引費用を最低限にし、その

ためには規模の経済性を活かすことが必要になるからである。 

EEG2014では、実質的に管理プレミアムはなくなってしまい、さらにディスパッチ

可能な再エネ電源に対する柔軟性プレミアムの優遇も削減されている。この時期には

ディスパッチ可能なバイオマスCHPや水力の新設が期待できるかどうかも疑問があ

るし、限界費用がほぼゼロの風力・太陽光の変動性再エネ電源が、卸電力取引所にお

けるメリットオーダーでも、すでに価格優位性が高まっていたことも背景にある。予

測精度を向上させることがVPPの強みのひとつとなってきていた。 

発電した電力を系統にフィードインし、直接市場取引を行うためには、TSOに対し

て計画値を提出して実需給とマッチさせなければならない。そのためのユニットとな

るのが、BGであり、ヨーロッパではBRPと呼ばれる組織である。ドイツでは、BGの

管理者をBRPと呼んでいるようである。 

日本におけるBGと目立った違いは見受けられないが、敢えて挙げておくとすれば、

先進的なBGとしてのVPPでは、発電BG・需要BGという切り分けではなく、ひとつの

BGで発電と需要を含めてバランシングしているようである。VPPは積極的にデマンド

サイドマネジメント（DSM）やデマンドレスポンス（DR）を利活用するため、むしろ

発電と需要を一括してBG内、あるいはBG間でバランシングした方が、柔軟な運用が

しやすいのかもしれない。 

直接市場取引のための規模の経済性を保ちつつ、さらにこの組織内で需給調整を行

うためには、このBG/BRP単位で需給調整を行い、同時に卸電力取引所や需給調整市

場に参画することが合理的なユニットとなるだろう。VPP間の統廃合を経て成功した

VPP事業者は、すでにBG/BRPとしてTSOに登録し、事業を展開している。このBG/BRP
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という組織は、再エネの直接市場取引を安定的に行う上で、一つの目安となり得るだ

ろう。 

VPP は、太陽光発電所や風力発電所のようなディスパッチできない電源、バイオガ

スCHPやDRのようなディスパッチ可能な電源だけでなく、蓄電池や電気自動車（EV）

のような電力貯蔵ユニットをまとめてあたかもひとつの発電所のように運用する。こ

うしてアグリゲートした電力を、調整力として TSO に提供する一方で、需給予測や

卸電力市場価格予測に基づいて出力を最適化する。これは、TSO の系統運用に貢献す

るよう配慮されており、TSO と VPP との協力関係も見られるようになってきた。 

また、最近の VPP の動きとして顕著なのが、配電事業者（DSO）レベルで柔軟性を

集め、市場取引していくという傾向である。こうした柔軟性は、ローカルフレキシビ

リティ（Local Flexibility）と呼ばれている。分散型太陽光等の従来からの DER

（Distributed Energy Resource）アセットに加え、系統側から見てメーターの背後に隠

れている（Behind the Meter）ような蓄電池や EV も加えられ、一括して運用するよう

な取り組みが見られるようになってきた。これには近年の遠隔制御や情報技術の発展

だけでなく、再エネをできるだけ有効に使えるよう市場取引するための工夫が詰め込

まれており、今後の発展分野となるだろう。 

 

参考文献     
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